
子どもと家庭

料資新渇現の青少年（25才走議｝の人口の推移
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5入Qt上埜代が，減

少しつづける反面， 4

人以下世代が，昭和55

年iζは68.0%iC増して

おり，核家族化の傾向

を一段と強めている。

また，女性の議場進

出iζ梓ない，窺婚者が

全体の73.9%1C漉して

いる。



46人（4.6~）

新議暴命家鹿内暴:iJ

「しつけ等殺の態度に度発」がS榔
唱和57年中に少年相談や少年の捕噂活動等を通じて警察が杷躍し

た全国の家庭内暴力はl，住帰件〈本態は29件）で，前年より95%

(8.0%）減少している。 学職思草花みると，中学生が42.9%と全体

の約4割強を占め，次いで無職少年｛23β封入高校生｛22.7%)

の鎖iとなっており，中学生の比率が徐々花高まっているのが注自さ

れる。
暴力む対象となるのは，母親治活2.0%~：圧倒的に多く，次いで、父
親 {13.8%λ 物 {13.1~）等の順となっておそl ，弱くていじめが
いのある母親K対する暴力がめだっている。

また，原悶・動穣射では， fしつけ等親の態疫K反発Jしたもむ

が49.9%と最も多く，次いで f物品の購入要求が受ぜ入れらずにJ
07.5%), f非行をとがめらおてj {13.4%）の願で，議騒動的で‘

耐性K乏しき膏少年の姿が民映しているといえる。

3 

192人(17.5悠｝

資料出所「昭和57年度集青少年総会対策都 r lこいがたの青少若手Jj

その他
11人α.o悠〉

兄弟姉鯨
38人
(3.5怒｝

73人（6.6%）一つ司令家庭内棋カの学議室哲設現

訟で "F 生 ． 生 後 有職 無職
n 

小学生 中学生 高校生 その棺 安年 安年

昭和問 1,194 38 476 290 41 81 268 

j構成比 1侃 0 3.2 39.9 24.3 3.4 6.8 22.4 

昭和 57 1,099 24 472 249 30 62 262 

｜構成比 1係。 2.2 42.9 22.7 2.8 5.6 23.8 

増謡数 ..&. 95 ..&. 14 ..&. 4 ..&. 41 ..&. 11 企 19 ..&. 6 

i縮率 ..&. 8.0 .A.36.8 ..&. 0.8 .A.14.1 .A.26.8 .A.23梢5 ..&. 2.2 

資料出所 f悶Jニj

〈件〉

〈許l，おg件）

カ（全冨｝• 内躍家

経 i家離内暴力のみ

型｜家庭内暴力＋
登行拒否

非 l家庭内暴力や
行 i 不良行為・非行
が i家車内暴力十
ら i壁校拒否＋
み｜ 不農行為・非行

資料尚員長 f警察所J
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買 新潟蟻の子どもと学校

1 学教法棄しい所か

中学校長欠者の6醐が「学校雛いj

長鶏欠席者（ 1年間J<::so日以上欠席し
た者〉の推移をみてみると，小学棋は総
数で次第托減少しているが，中学校では
40年代後半より増加傾向を示している。

内容的iζは長欠濃の大半を占めていた
「痛気」による尭葉・ 5主徒が数・率とも
に減少しているのK皮し， 「学校ぎら
L、Jが急激に増加しており，昭和56年震
κは小学設で26.1% (1,000人誌0.3
人），中学校では60.1% (1,0能人比 2
人〉詑議している。

3 莞重・生徒の主義欠事臨

ト学校49年
中学校

51年小学校青I53 
中学校行

55年小学校は7
中学校 f2i

11 

部年小学校控
T 中学校 IS5 

71 

2 増える中途退場者

高校中途潟学者の後移

在第生徒数 83,422 83湖 2 82,921 83 703 83,IJJ 

中途退学者数 13 796 能？ 943 I，倒4

ゆ 返 率（%） 0.73 0.95 i場OJ l.13 1却

卒E中 途渇学者数 156 219 227 278 3ll 

全体iι占める割合% 25.4 27.5 27.l 29.長 28.7 

学年3胸中途進学者の試i足｛昭和56年度）

注：〈〉内は女子の内教である。

資料出頭 f襲混戦57年度県青少年総合体策本怒 r lこいがたの驚少年JJ
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藍 戦後第3のピーク 一一少年非行をどうみるのか一一

1 主要諦｝法認少年の人口比，人員の撒移（新議農〉
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乳9I 3.2j3.9 I 4.4 l 4.6j 4.8 j4.9 l5.6j 5ρI 5.4 I 7.4j1.z1 a.a1鉛.61往.1

主主 食事警刑法犯……刑法のうち安幸運悪犯，観察犯．窃盗，知能犯及び風俗犯。 資料出所 f灘署毎察本部少年llJ
人 口 比一… 6～19織の人口 lぷ浪人当たりの繍導入重量。

2 戦後第3のピーク拭軽微犯罪の増加がもたらしたもの

刑法犯少年包括持機別構成比の誰移（昭和48～57年〉〈新潟県）

少年非行が f戦後第3のピークにあるjといわ

れ，また，その閥悪北，粗暴化が指摘されている

が，第3のピ…クは， f万ヲIJ f街盗jkよるとζ

ろが大きいのである。

現行少年法おもとで家躍裁判所の匙語決定は次の

五つに分けられる。

① 検察官送致

。 保護処分

。知事または児童謡談所長への送致

＠不処分（保護処分にしない）

母審判不開始〈軽殺な非行で，少年iζ精神的儀

療を残さ註いようにする教育的配車〉

全国で1981年震は，不処分と審判関絵の合計は全

体の91%でるり，その他のφから＠までの合計は 1

万4千人でとζ10年間横ばいである。

f戦後最大の非行Jという苦葉にふりまわされ，

f非行jを漉揮としてとらえ f治安J問題とみる

額向は，今，小．学校，中学校，高校の名簿接棋の鰐 資料儀所 f線鶴2転倒坪錬j

題や少年法改正の議拘の中で，憂慮すべき事態でお 刑法犯少年の約80%が窃盗で、ある。いわゆる軽績な

る。 f初発翠非行jが中心となっている。

第繊細j

窃 1踊

2.0'13入

(74.吉買事〉

寸
主lll6人

4 9 Iえ7781 t札『2λ
(7電t7噴匝〉

2.308人

(78.1%) 

5 1 

5 4 

吾容

5 7 15,8201 （~皐6形人〉

一裕一



3 新潟県のお年慶上半期（ 1月一 S月〉の祷導少年者数。刑法担織導少年数補導伸事全盟の4捺 ＠ 特別法犯補導少年数

昭58(1ーが 昭57 昭58(1-6) 増減に昭57

［示
増減数 増議率 (1 

fr 
！増減率

(1 6) 6) 数

小学生 19人2 17人4 G知0 1入8 - 992 持生 I]__ 人。 空。母 －入3 1~ 

新 中学生 1，喫 1.53人1 53~ 十 35人1 十 299l 新 i中学生 1 1文 7入9 26~ 十4人8 十 154.~

潟 高校生 72人6 76人3 26~ 十 3人7 十
謁｜高校生！ ？ 3入1 10~ －人9 22.5 

% 

！察 その他 44人6 42入0 14~ 2人6 - 5~ 県 iその地 il実 18人7 63~ －入5 2~ 

五十 2ぷ 2.88入8 100% ペト 34人4 十 13~ 討 I2突 2突 1~ 十3人2 十 119J

金田 119,2 123,256 
人

÷395人8 十 3~

・襲警のまとめた今年上半期の非行少年の補導状況は，員全体で344人増で対弱年度上半期13.5%の増揺となった。

これは，全国平均3.3%の4.1倍の伸率です。とくに，中学生が約30%増と最も多く，完全に中学金が中心となっ
ている。

・;Jflj法犯の52%が万引で，その増加が，全捧の増強へとなっている。また，校内暴力も75件217入が補導され，昨年
一年間の81件276入に匹敵する増加である。そのうち90%以上が中学生によるものである。

－特別法犯の補導誌117%増であり シンナ一等の乱用が全体の65%であるc 補導された中学生は79人（対前年度上

半期の2.5措〉である。

教職員の教資的態度10項目 新教総北新支部（新発出・沈滞緩〉

〈会子どもをなぐるのはやめよう

＠言葉の暴力はやめよう

R 教務室での指導に注意をはらおう（説会長，たらいまわし指導〉

岳 どの子にも声をかけよう

（委員長重量森 勉〉

φ 「家庭が悪L、からjというより fあの子氏学校は，私は，何ができそうJと考えよう

＠ fそれでも，あの子はζ う変わってきたJという見方をしよう

ぐち fおまえはζれがとりえだぞjといえるものをたくさん見つけ，子どもを易まそづ

§ そうじを子どもとー籍にやろう

⑨ 小さい乙とでも詰める運動を広げよう

ゆ父母の呼び出しより まず家庭訪問しよう

( 1983. 5. 20 3主総大会決定）

-77 



4 昭和57年度における校内暴力の発生技況（中学）

各都道府県教育祭員会測量ま

発生 対教師通番 1ワ 主主義を弱暴力 器物語議場 発 ヰ 対教事事 請書カ 住 徒 問 暴 力 獲物鎗量購

中学校

学校章受 ¥t 費量 今校教 教師数 生徒数 害事 聖堂 学校教 投徒数 学 校数

εhそ詳絞

件数械設｝ム側学校教 件数 学校数 生徒数 学校教

， 
I 北梅道 告邑 吉1 23 46 IOI 12 51 涙j() 告 25 滋 賀 45 138 2告 153 175 147 39 581 30 

2 事室 事量 9 7 器 亀 14 3 3 11 26 京事E 告？ 110 41 140 167 14 51 斜8 2怠

3 :f. u 12 量 23 27 8 4 30 I 27 .k 巌 24宮 248 I｛総 滋望通 滋)5 652 226 3,1（港 5轟

4 害者 機 24 28 lO 29 73 21 17 190 3 2畠 重量 86 147 46 l幸告 2暗2 214 吾9 意22 42 

5 秋出m 4 4 35 

6 w影 4 4 5 2 23 2 

29 奈良 36 96 24 105 162 ll事 33 斜4 25 

30 和歌山 事I 4 3 3 5 8 7 34 2 

7 3緩差益 9 4 3 5 7 邑 52 31 鳥取！ 4 2 2 6 3 

a I茨滋 21 21 13 28 63 25 14 12皐 32 泌総 8 12 16 話 95 2 

' 

30 事 5 15 12, 芝1 26 , 231 4 お；縛 Lil 26 44 21 59 81 25 II 巷1

JO 鮮潟 14 15 9 18 49 14 島 20 4 34：広島 31 32 22 46 60 13 15 117 3 

111埼 59 55 総 も1 替4 57 45 629 10 35 tli l I § 4 4 4 4 2 2 15 

12 下 ;m;: 15 12 号電 23 76 12 12 149 3 36 量産ぬ 4 3 3 3 4 i 2 4 

東京 1 83 事1 41 120 244 61 52 玖l6 }3 37 ti HI 10' 4 4 も 5 5 39 

神奈Ill 52: 37 i 24 74 127 45 32 392 i lO 38 愛媛 3 3 3 4 4 

15 ＇馬海 28 30 15 32 71 43 21 10 

' 
3台 高 知 4 も 2 6 4 I ll 4! 36 

16 慈 w 5 
91 

4 7 19 3 33 i 40 ~踊鮒 123 78 43 7島 IOI 337 19 / l,357 225 

17 .b HI 3 I I 2 語 41 佐渡 JO 3 3 5 24 5 57 2 

18 福井
2 i 2 15 42 訴事毒 13 5 3 5 6 11 73 

19 tli 烈； 2 I 4 10 13 4 3 3 7 12 事i 76 7 

20 経費Fi 3 3 i 3 31 44 大分｜ 11 8 8 10 41 3 58 

21 厳重詳 16 16’ 13 1宮 18 11 ？？ 45 災直毒 2 畠

22 事害時 51 2最 i皐 39 56 82 4ま 毒芸｝ 12 46 耳量9立た 20 3 3 4 事 19 4 

23 愛知 611 29 27 44 70 38 35 銭面6 9 41 持事竃 21 6 吾 1 14 45 17 362 29 

24 型車 ll ？ 5 7 17 3 3 31 ゴkt場 l，漫抱 1,404 657 1,715 2,810 2，諸8 i，鋭！！！ 12，緩議 557 

一花一



5 昭和57年援における校内暴力的発生技況（高校｝

ヲ事 発’t. 対教録暴力

学総 そ詳校教 件数 ＂＇／：校重量 教館教 生徒数 件数 学綬量生 後後敏｜学校教

I I 北海道 電晶 お 15 1告 苫嘗 92 59 

F警森 I I 2 

2 I 21 23 

2 I 21 

4 18 

s I夜城 11 127 

容 l!fr .... 51 5 45 I 

39 

6 ! 17 36 

14 2 i 38 

15 ！新潟； 71 6 I 52 

16 i M ui 

2 i 111 

119: Iii 鍛

｜三 41 13 

22 静岡 23 

23 I愛知 1 自｜ 3 I IO 37 

24 I 

各都道府県数術祭員会語変

~－ 
多量生 まき教師暴力 生徒義喜善書カ 器物f員縫

中学校

学校霊堂 件数 学校重量 教童福霊堂 生徒数 件 数 学校教 従事を書室 マ校教

25 滋賀 5 1 1 5 尋 38 

2唱浪費E 21 9 6 12 10 42 16 124 5 

27 大自民 109 58 38 61 78 沼7 96 告52 8 

28 兵感 27 20 14 20 28 22 14 128 2 

総奈良 13 14 7 13 16 50 13 143 3 

30 事日書tLLJ 6 

31 鳥取 4 

32 鳥 楓 8 II 8 61 

33 車場 Lii 

34 議事 6 2 ! 主‘ 4 4 4 30 

35 山 け

36 遠 島 告

37 香川 I 14 

38 愛媛

3事歳費目 11 21 2 2 26 事 102 

40 福 鴎 24 7 1 37 I 20 172 

41 紘賓

42 ！毒事毒 2 8 

43 熊本 8 JO 8 告？

44 大 分 2 3 2 

45 1君事毒

46 E抵明i!A事
否' 

41 搾損壊 吾 2 2 4 7 6 26 

金調 415 159 II事 165 238 702 346 3，級事 27 

れ
可
ザ



6 昭和56年度及び昭和57年度における出席停止等の状況

各都道府県教育委員会調査

出席 停止 自宅謹慎等 出席停止 自宅謹慎等

56 57 五十 56 57 計 56 57 計 56 57 五十

北海道 。2 2 。35 35 25 滋賀 。。。2 20 22 

2 青森 。。。 8 9 26 京都 。 。7 7 

3 岩手 。4 4 。。。 27 大阪 。。。13 43 56 
． 

4 宮城 。。。2 2 4 28 兵庫 。3 3 4 25 29 

5 秋田 。。。。。。 29 奈良 。。。 32 33 

6 山形 。。。。。。 30 和歌山 28 5 33 。。。
7 福島 。。。。。。 31 鳥取 。。。。2 2 

8 茨城 。。。。。。 32 島根 。。。。3 3 

9 栃木 。 。8 8 33 岡山 。。。。3 3 

10 群馬 。。。。。。 34 広島 。7 7 。。。
11 埼玉 8 27 35 19 44 63 35 山口 。2 2 3 14 17 

12 千葉 。。。。14 14 36 徳島 。 。
13 東京 。。。4 21 25 37 香川 2 。2 10 6 16 

14 神奈川 。4 4 7 14 21 38 愛媛 。。。。
15 新潟 。。。17 26 43 39 高知 。4 4 。。。
16 富山 。。。。。。 40 福岡 6 8 14 6 21 27 

17 石川 。。。。 41 佐賀 。。。。
18 福井 。。。。4 4 42 長崎 3 4 。。。
19 山梨 。4 4 。。。 43 熊本 。8 8 。2 2 

20 長野 。。。。。。 44 大分 。76 76 6 。6 

21 岐阜 。。。4 5 9 45 宮崎 2 。。。
22 静岡 。3 3 3 73 81 46 鹿児島 。。。。。。
23 愛知 。。。。31 31 47 沖縄 91 119 210‘ 12 75 87 

24 三重 4 7 11 。。。 2十 144 287 431 114 547 661 
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7 新潟県の校内暴力事件の推移

主主：（ ）内は教鱗にま守する事犯を内霊堂で添す。

資料出所 f燥笹察本部少年繰J

~中学古住

…一一一件 補導入賞 主翠議校主主

100 200 250（入〉150 

• 78, 79ページの数字は都道府県教育委員会議議であり，上記のは察警少年課によるもので若干のくいちがいがみら
れる。例えば，昭和57年度対教師暴力発生件数が，中学生の場合県教響委員会調査で30件であるの記対して蝶響調
査で22件もなっている。その地にもみられる。

・中学生による校内暴力が 昭秘56年21件から昭和57年記は76件へと3.6倍の急増であり，今年度上半期だけでも75

件に達している。
また補導入員も，昭和56年63人から昭和57年には238人へと3.8倍になり，今年度上土長期だけでも217人が補導

されている。
乙の状視をどうみたらいいのだろうか。

・自宅議機等が昭和56年比17入〈金器ワースト 2位）昭年計年26人（全悶ワースト 8鋭〉である。
暴力・非行・問題符動に走った子どもたちの場合家庭崩壊も心記されている中で，安易な五三で自宅謹慎が行なわ

れていなければいいがと騒うもので‘ある。自宅謹槙の場合，共骨き家躍ではどうしているのか。また，その期間中，
子どもたちはどんな生活をおくっているのかc学技の指導はどうなっているのかなど明らか托しなければならない
問題註数多くある。
今年3月1日文部省は［自宅研修j f校外実習Jを違法の撰いが護いとする見解を発表し，調査を指訴した。そ

の内容が，誕ページの資料である。

8 新議襲の性非行女子少年の状況

女子少年の性非行C動機〈昭和57年）
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女子少年の性非行は，近年中・高

校生を中iCAζエスカレートしている。

昨年誌，昭和56年より 14入（9.9

%）誠少した。高校生が70人と全体

の45.5%を占めているが昭和田年比

でお人（34.0%）減少した。

しかし、無職少年が16人（84.2

%），中学生が10人（55.6%）昭和

56年比でそれぞれ大幅な増加を示し

ている。
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学
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察
等
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絡
協
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会
の
発
足
に
つ
い
て
（
通
知
）

青
少
年
の
非
行
防
止
を
図
る
た
め
に
は
、
学
校
警
察
の
み
な
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ず
、
非
行
防
止
に
関
連
す

る
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係
機
関
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互
の
連
絡
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情
報
交
換
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で
あ
り
ま
す
。
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た
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こ
と
に
つ
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潟
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青
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総
合
対
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本
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協
議
し
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結
果
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別

紙
規
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O
O地
区
小
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中
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校
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警
察
等
連
絡
協
議
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絡
協
議
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月
一
日
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祉

事
務
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員
会
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導
セ
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滑
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す
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す
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